新上五島町告示第１９号

新上五島町交流機会創出事業補助金交付要綱を次のように定める。

令和８年３月１１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新上五島町長　石田　信明


新上五島町交流機会創出事業補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、地域の賑わいを多様な交流により創出することを目的として、人々の出会いや交流の機会を提供するイベントの実施に要する費用に対し、予算の範囲内において、新上五島町交流機会創出事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、新上五島町補助金等交付規則（平成16年新上五島町規則第39号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（補助対象者）
第２条　補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
（１）　かみごとう出会い応援団　新上五島町婚活支援事業実施要綱（令和８年新上五島告示第　号）第５条の規定により登録された団体
（２）　まちづくり推進団体　新上五島町まちづくり推進団体登録要綱（平成22年新上五島町告示第16号）第４条の規定により登録された団体
　（３）　その他町長が適当と認める団体等

（補助対象事業）
第３条　補助金の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
　（１）　交流機会を創出するためのイベント事業
　（２）　結婚気運を醸成するためのイベント事業
　（３）　その他町長が適当と認めるイベント事業
２　前項の規定にかかわらず、当該事業が次のいずれかに該当するときは、補助対象としない。
　（１）　町外で実施する町に関連性のない事業
　（２）　事業効果が特定の者のみに帰属する事業
　（３）　政治活動又は宗教活動を主たる目的とする事業
　（４）　その他町長が補助対象事業に適さないと認める事業

（補助対象経費）
第４条　補助金の対象となる経費は、前条第１項のイベント事業の実施に必要な経費とし、次の各号に定めるとおりとする。ただし、交付決定前の支出にかかる経費、人件費、食糧費、交際費及びその他イベント事業の実施のために支出したことが明確にできない経費は対象外とする。
　（１）　イベント事業の実施に係る経費
　（２）　イベント事業の企画や周知に係る経費
　（３）　その他町長が必要と認める経費

（補助金の額等）
第５条　補助金の額は、次の各号により算出した額の合計額とする。ただし、補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
（１）　参加者数に3,000円を乗じて得た額（上限75,000円）又は補助対象経費に10分の10を乗じて得た額のいずれか低い額
（２）　本町以外からの参加者数に交通費相当額として5,000円を乗じて得た額。ただし、近隣市町（五島市、小値賀町、佐世保市宇久町）からの参加者については、2,000円を乗じて得た額

（補助金の交付申請）
第６条　補助金の交付を受けようとする団体等（以下「申請者」という。）は、交流機会創出事業補助金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
　（１）　事業計画書（様式第２号）
　（２）　収支予算書（様式第３号）
　（３）　その他町長が必要と認める書類

（補助金の交付決定）
第７条　町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容の審査を行い、交付の可否を交流機会創出事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。
２　町長は、補助金の交付決定をするときは、必要な条件を付することができる。

（事業の変更等）
第８条　前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、交付決定後に補助対象事業の計画を変更する場合は、交流機会創出事業補助金事業計画変更承認申請書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて町長に申請し、承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
　（１）　変更後の事業計画書（様式第２号）
　（２）　変更後の収支予算書（様式第３号）
　（３）　その他町長が必要と認める書類
２　町長は、前項に規定する変更又は中止の承認申請があったときは、当該申請書の内容の審査を行い、承認の可否を交流機会創出事業補助金変更交付（不交付）決定通知書（様式第６号）により補助事業者に通知するものとする。

（補助事業の中止又は廃止）
[bookmark: _Hlk210216110]第９条　補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、交流機会創出事業補助金事業中止（廃止）承認申請書（様式第７号）により町長に申請し、承認を得なければならない。
[bookmark: _Hlk210229782]２　町長は、前項の規定による申請の提出があった場合は、当該申請書の内容の審査を行い、承認の可否を交流機会創出事業補助金事業中止（廃止）承認決定通知書（様式第８号）により補助事業者に通知するものとする。

（実績報告）
第10条　補助事業者は、補助対象事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の翌年度の４月10日のいずれか早い日までに、交流機会創出事業補助金実績報告書（様式第９号）に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
　（１）　事業報告書（様式第２号）
　（２）　収支決算書（様式第３号）
　（３）　その他町長が必要と認める書類

（補助金の確定）
第11条　町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、補助金の額を確定し、交流機会創出事業補助金交付額確定通知書（様式第10号）により、補助事業者に通知するものとする。
２　町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金の概算払いが交付されているときには、その超える部分の補助金の返還を命じなければならない。
３　前項の補助金の返還の期限は、当該命令をなされた日から起算して20日以内とする。


（補助金の請求）
第12条　町長は、前条第１項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、第７条第１項の規定による交付決定額の範囲内で概算払をすることができるものとする。
２　補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、交流機会創出事業補助金（概算払）交付請求書（様式第11号）を町長に提出しなければならない。

（補助金の交付決定の取消し等）
第13条　町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
（１）　虚偽の申請その他不正又は不適切な行為によって補助金の交付を受けたとき。
（２）　補助金を目的以外の用途に使用したとき。
（３）　法令又はこの要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき。
（４）　天災地変その他やむを得ない事由により補助対象事業の全部又は一部を継続することができなくなったとき。
２　町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合には、交流機会創出事業補助金交付決定取消通知書（様式第12号）により補助事業者に通知するものとする。この場合において、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

（補助金の返還）
第14条　町長は、補助金交付団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
　（１） 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
　（２） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
　（３） 補助金の交付を受けた事業について、他の補助金等を受けることとなったとき。
　（４） その他この要綱に違反して補助金の交付を受けたと町長が認めるとき。
２　町長は、前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、交流機会創出事業補助金返還請求書（様式第13号）により補助事業者に請求するものとする。この場合において、返還の期限については、第11条第３項の規定を準用する。

（委任）
第15条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則
　（施行期日）
1　この告示は、令和８年４月１日から施行する。
（新上五島町出会い応援イベント補助金交付要綱の廃止）
２　新上五島町出会い応援イベント補助金交付要綱（令和４年新上五島町告示第６号）は、廃止する。


様式第１号（第６条関係）

　　年　　月　　日

新上五島町長　　　様
	
申請者　住　所
氏　名印

[bookmark: _Hlk215151393]　　年度　交流機会創出事業補助金交付申請書

　交流機会を創出する事業を実施したいので、新上五島町交流機会創出事業補助金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。

記

１　イベント事業の種類
２　補助対象経費 　　　　　金　　　　円
３　補助金交付申請額 　　　金　　　　円
４　添付書類
　（１）　事業計画書（様式第２号）
（２）　収支予算書（様式第３号）
　（３）　その他


様式第２号（第６条関係）

事業計画（報告）書

（単位：千円）
	イベント事業の種類
	□交流機会創出事業　　　□結婚気運醸成事業　　□その他

	総事業費
	財源内訳

	
	町補助金
	自己資金
	その他

	
	
	
	

	事業着手（予定）
年月日
	年　　月　　日
	事業完了（予定）
年月日
	年　　月　　日

	事業の目的と内容
	

	事業のスケジュール
	

	備考
	





様式第３号（第６条関係）

収支予算（決算）書

１　収入の部	（単位：円）
	区分
	金額
	備考

	町補助金
	
	

	自己資金
	
	

	その他
	
	

	計
	
	




２　支出の部	（単位：円）
	区分
	金額
	概要

	














	














	















	計
	
	



様式第５号（第８条関係）

年　　月　　日

新上五島町長　　　様

補助事業者　住　　所　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年度　交流機会創出事業補助金
事業計画変更承認申請書

年　　月　　日付け　　　第　　　号で交付決定の通知を受けた補助事業について、計画を変更したいので、新上五島町交流機会創出事業補助金交付要綱第８条第１項の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。

記

１　変更内容
２　変更理由
３　補助金交付決定額　　　　　　　　　　　　　円
４　補助金変更交付申請額　　　　　　　　　　　円

添付資料
（１）　変更後の収支予算書
　（２）　変更内容の確認できる見積書の写し又はこれに類する書類等
　（３）　前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類



様式第７号（第９条関係）

年　　月　　日　

新上五島町長　　　様

補助事業者　住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年度　交流機会創出事業補助金
事業中止（廃止）承認申請書

　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で交付決定の通知を受けた補助事業について中止（廃止）したいので、新上五島町交流機会創出事業補助金交付要綱第９条第１項の規定により、下記のとおり申請します。

記

１　中止（廃止）の理由	
２　中止（廃止）予定年月日	　　　　　　年　　　月　　　日



様式第９号（第10条関係）

年　　月　　日

新上五島町長　　　様

補助事業者　住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年度　交流機会創出事業補助金
実績報告書

　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で交付決定の通知を受けた補助事業について、新上五島町交流機会創出事業補助金交付要綱第10条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて報告します。

記

１　補助金交付決定額　　　　　　　　　　　　　円
２　補助金精算額　　　　　　　　　　　　　　　円
３　差引額　　　　　　　　　　　　　　　　	円

添付書類
（１）　事業報告書（様式第２号）
（２）　収支決算書（様式第３号）
（３）　補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類の写し
（４）　写真等完成が確認できる書類
（５）　その他町長が必要と認める書類



[bookmark: _Hlk210132540]
様式第11号（第12条関係）

年　　月　　日

新上五島町長　　　様

補助事業者　住　所
氏　名

年度　交流機会創出事業補助金
（概算払）交付請求書

　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で補助金交付額の決定（確定）の通知があった交流機会創出事業補助金について、新上五島町交流機会創出事業補助金交付要綱第12条第２項の規定により、次のとおり請求します。

記

１　補助金交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　　　円
２　補助金既交付済額　　　　　　　　　　　　　　　　　円
３　補助金交付請求額　　　　　　　　　　　　　　　　　円






　　　　　　　補助金振込先
	
金融機関名

	　　　　　　　　　　銀　　行　　　　　　　　
　　　　　　　　　　金　　庫　　　　　　　　　本店
　　　　　　　　　　信用組合　　　　　　　　　支店
　　　　　　　　　　協同組合

	口座番号
	
	
	
	
	
	
	
	預金種目
	普通 ・ 当座

	フリガナ
	

	口座名義人
	


[bookmark: _GoBack]
